
高知県外国人材入国前教育施設認定制度実施要綱 新旧対照表

新 旧

高知県外国人材入国前教育施設認定制度実施要綱

第１条～第９条 省略

附 則
１ この実施要綱は、令和６年５月 31 日から施行する。
２ この実施要綱は、令和 12 年５月 31 日限り、その効力を失う。

附 則
この実施要綱は、令和８年４月１日から施行する。

高知県外国人材入国前教育施設認定制度実施要綱

第１条～第９条 省略

附 則
１ この実施要綱は、令和６年５月 31 日から施行する。
２ この実施要綱は、令和 11 年５月 31 日限り、その効力を失う。


